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２． 芽室町議会基本条例（令和元年度活動分）議員自己評価（H30-R１版） 
評価基準： 

A ＝ おおむね達成した。向上心を持って取り組んだ。 

B ＝ 取り組んだが、不足している部分等が見受けられ、改善の余地がある。 

C ＝ 取り組もうとしたが、達成したとまでは言いがたい。 

D ＝ 全く取り組んでいない。取り組んだとはいえない。 

E ＝ その他（不明・回答不可など）→ Eの場合は、自由表記に必ず記載すること。 

F = 事例・実績なし 

－ ＝表記なし（H29まで） 

自由表記： 

前文 

地方議会は、二元代表制のもとで、行政機関の監視、調査、政策形成及び提案機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指していま

す。芽室町議会（以下「議会」といいます。）は、町民によって選ばれた議員（以下「議員」といいます。）で構成し、本町の最高規範である芽室町自治基本条例

（平成 19年芽室町条例第３号）による議会の役割と責務に基づき、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査

委員会（以下「町長等」といいます。）と緊張関係を保持しながら、町の最高意思決定機関であることを認識し、町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展の

ために活動します。また、議会は合議制の議事機関であり、町民への積極的な情報の公開、共有と説明責任の遂行により、町民の意思を的確に把握し、自由かっ達

な討議を通じて、最も有益な結論に導いていく責務があります。議員は、研鑽を積み、町民参加を基本としてまちづくりを推進する責務があります。よって、議会

の公正性・透明性を確保するとともに、「分かりやすい議会、開かれた議会、行動する議会」を目指し、町民の信託に全力で応えていくことを決意し、この条例を

制定します。 

H30-R1   評価項目としない 

・議会は、前文のとおり活動したと考えるか。 

H30-R1  評価項目としない 

・あなたは、前文のとおり活動したか。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会が果たすべき自主的かつ自律的な運営を実現するための基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体の福祉向上と

豊かなまちづくりの進展に寄与することを目的とします。 

H30-R1 評価項目としない 

・議会は、条例の目的を果たしたか／・条例をもとに活動したかなど 
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（基本理念） 

第２条 議会は、町民の代表としての負託と信頼に応え、大局的な視点から意思決定し、真の地方自治の実現に取り組みます。 

・議会は、基本理念どおりに活動したと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝14人（寺町、常通、広瀬、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝2人（正村、梅津） 

・これまでの取り組みをさらに進化させて各事業に取り組んできたが、とくに議会の本旨である町政運営に対する監視、調査、政策形成等にかかわる分野につ

いてはまだ改善の余地があると考えるので Bとする。 

・自己研さんに一層努力する。議員間で多面的な視点からの討論に習熟するように努める。 

２ 議会は、町政運営に関する監視、調査、政策形成及び提言機能を併せ持つ機関としての責任を果たします。 

H30-R1  条全体を一括で評価するため評価項目としない 

・議会は、これらの機関としての責任を果たしたとか。 

３ 議会は、予算及び決算をはじめとする町政に係る様々な事項に対し、議事機関としての責任を果たします。 

H30-R1 条全体を一括で評価するため評価項目としない 

・議会は、議事機関としての責任を果たしたか。 

４ 議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映させることを目的に、議員個々の資質を高め、議会機能の強化並びに活性化に取り組み、議会力及び議員

力を強化します。 

H30-R1 条全体を一括で評価するため評価項目としない 

・議会は、これらのことを目的に議会力・議員力を強化したか。 

 

第２章 議会及び議員の活動原則と政治倫理 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、全ての会議を原則公開するとともに、民主的かつ効率的な議会運営のもとに、次の活動を行います。 

（１） 議事機関として、町政の重要事項について意思決定を行うこと。 

・議会は、議事機関として町政の重要事項について意思決定したか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 
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A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（２） 町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営されているかを監視し、けん制すること。 

・議会は、これらをもとに監視し、けん制したか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（３） 議員相互間の自由かっ達な討議を通して意見を集約し運営すること。 

・議会は、自由かっ達な討議により意見集約し運営したか。 

R1 ↑ 

A＝9人（常通、柴田、寺町、立川、堀切、渡辺、正村、鈴木、西尾） 

B＝6人（中田、梶澤、黒田、中村、早苗、広瀬） 

・実践的な研修や討議する機会を増やすこと。 

・常任委員会における自由討議は闊達までとは言えないが向上している。また、全議員による政策討論会を開催し更に討議を深める場が必要。 

・全く議論がなかったわけではないが、より論点を具体化させるためにも更なる議論が必要。 

・更なる深化が望まれる。 

・討議に至るまでの論点整理ができていない。 

C＝1人（橋本） 

・考えていることを思うように伝えられてない。自己研鑽あるのみ。 

 

H30 ↑ 

A＝8人（寺町、常通、広瀬、髙橋、猪野毛、梅津、柴田、鈴木） 

B＝8人（正村、梶澤、立川、渡辺、西尾、中野、早苗、中村） 

・政策についての議論が深まっていない。技術的な手法を向上させる研修は受けているが、成果となって表れていないと感じる。課題は別なところにあるので

はないか。 

・常任委員会においての自由討議は更に深めていくことが重要。課題等を共通認識した中での意見集約に繋げたい。 

・各常任委員会内での自由討議は向上したと考えるが全議員が政策について意見を交わす場が創られなかった。次期は政策討論会の開催を頻繁に行う必要があ

ると考える。例え政策提言に至らない場合でも、意見集約の途中に他常任委員会の意見を伺うような機会があると良いのではないか。 

・佐藤先生の研修などを通じて学びを深めてきたが、テンプレートを活用した議員間討議の実践や論点整理、意見集約までにはさらなるファシリテーション力

の強化が必要と考える。 

・自由闊達な討議がまだ不足しているように思う。 



4 

 

・深い討議がされているとは言えない。 

・討議に至るまでの論点整理が出来ていないことがある。 

・自由闊達な討議（対話）の深化発展が望まれる。 

（４） 議決責任を深く認識するとともに、重要な事項についての議案等を議決したときは、町民に対して説明すること。 

・議会は、議決責任を深く認識し、重要な事項についての議案等を議決したときは、町民に対して説明したか。 

R1 ↓ 

A＝15人（常通、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（中田） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（委員会及び委員長の活動原則） 

第４条 芽室町議会委員会条例（昭和 62年芽室町条例第２号）に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」といいます。）は、次の活

動を行います。 

（１） 審査及び調査に当たっては、資料等を公開し、町民に分かりやすい議論を行うこと。 

・委員会は、審査及び調査に当たり、資料等を公開し、町民に分かりやすい議論を行ったか。 

委員会評価 

所管 

 

総務経済委 

R1 ↓ 

A＝6人（柴田、堀切、中村、正村、鈴木、西尾） 

B＝1人（黒田） 

・必要に応じて、説明を受ける前にミーティングをおこなうことがあってもよいと考える。 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝7人（常通、髙橋、立川、渡辺、中野、早苗、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 
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厚生文教委 

R1 ↓ 

A＝7人（常通、橋本、中田、寺町、梶澤、渡辺、広瀬） 

B＝1人（立川） 

・当日資料など、会議の成り行きでタブレットにその場で更新される資料が傍聴人に渡らないことがあり、配慮に欠けていたケースがあった。今後は状況に配

慮しながら会議の運営にあたりたい。 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝8人（寺町、正村、梶澤、西尾、猪野毛、梅津、中村、柴田） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

議運委 

R1 → 

A＝12人（常通、立川、梶澤、中村、渡辺、正村、鈴木、中田、柴田、黒田、堀切、広瀬） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A ↑ 

A＝14人（正村、梶澤、立川、渡辺、中野、早苗、中村、髙橋、西尾、梅津、常通、柴田、猪野毛、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

予決特委 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A ↑ 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 



6 

 

 

庁舎特委 

R1 （設置無し） 

 

H30=A → 

A＝14人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（立川） 

・休憩中に庁舎模型などを見ながら説明を受ける会議進行であったが、各委員の疑問がその時点で解消されてしまい、会議再開には質疑がない、もしくは少な

いケースが度々あった。 

F＝1人（広瀬） 

 

（２） 町民に対し審査の経過及び所管する行政課題等に対処することを目的に、意見交換会等を開催すること。 

・委員会は、審査及び調査に当たり、資料等を公開し、町民に分かりやすい議論を行ったか。（意見交換会等を行ったか。） 

委員会評価 

所管 

総務経済委 

R1 → 

A＝7人（柴田、黒田、堀切、中村、正村、鈴木、西尾） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝7人（常通、髙橋、立川、渡辺、中野、早苗、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

厚生文教委 

R1 → 

A＝8人（常通、橋本、中田、寺町、立川、梶澤、渡辺、広瀬） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝8人（寺町、正村、梶澤、西尾、猪野毛、梅津、中村、柴田） 
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F＝1人（広瀬） 

 

 

議運委 

R1 → 

A＝12人（常通、立川、梶澤、中村、渡辺、正村、鈴木、中田、柴田、黒田、堀切、広瀬） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝14人（正村、梶澤、立川、渡辺、中野、早苗、中村、髙橋、西尾、梅津、猪野毛、常通、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

庁舎特委 

R1 （設置無し） 

 

H30=A → 

A＝14人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（立川） 

・休憩中に担当課へ質問した事項については会議再開後、必要に応じ質疑する事を意識すべき。 

F＝1人（広瀬） 

（３） 委員長は、副委員長と協議のうえ、委員会の秩序保持に努め、効率的な議事の整理を行い、委員会の事務をつかさどること。 

・委員長は、副委員長と協議し、委員会の秩序保持に努め、効率的な議事整理を行い、委員会の事務をつかさどったか。 

委員会評価 

所管 

総務経済委 

R1 → 

A＝7人（柴田、黒田、堀切、中村、正村、鈴木、西尾） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 
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A＝6人（常通、立川、渡辺、中野、早苗、鈴木） 

B＝1人（髙橋） 

・委員長と副委員長の議事整理が不足。 

F＝1人（広瀬） 

 

 

厚生文教委 

R1 ↓ 

A＝7人（常通、橋本、中田、寺町、梶澤、渡辺、広瀬） 

B＝1人（立川） 

・突発的な事態への対処が速やかにおこなえていない。適切な質疑に導く議事進行などは今後も研鑽が必要。 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝8人（寺町、正村、梶澤、西尾、猪野毛、梅津、中村、柴田） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

議運委 

R1 → 

A＝12人（常通、立川、梶澤、中村、渡辺、正村、鈴木、中田、柴田、黒田、堀切、広瀬） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝14人（正村、梶澤、立川、渡辺、中野、早苗、中村、髙橋、西尾、梅津、常通、猪野毛、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

予決特委 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

F＝１人（早苗） 



9 

 

 

H30=A → 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

庁舎特委 

R1 （設置無し） 

 

H30=A → 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

（４） 委員長は、討議による合意形成に努め、委員長報告を作成し、報告に当たっては、論点、争点等を明確にすること 

・委員長は、討議による合意形成に努め、委員長報告を作成し、報告に当たり、論点、争点等を明確にしたか。 

委員会評価 

所管 

総務経済委 

R1 → 

A＝7人（柴田、黒田、堀切、中村、正村、鈴木、西尾） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A ↑ 

A＝7人（常通、髙橋、立川、渡辺、中野、早苗、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

厚生文教委 

R1 → 

A＝8人（常通、橋本、中田、寺町、立川、梶澤、渡辺、広瀬） 

F＝１人（早苗） 
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H30=A → 

A＝8人（寺町、正村、梶澤、西尾、猪野毛、梅津、中村、柴田） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

議運委 

R1 → 

A＝12人（常通、立川、梶澤、中村、渡辺、正村、鈴木、中田、柴田、黒田、堀切、広瀬） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝14人（正村、梶澤、立川、渡辺、中野、早苗、中村、髙橋、西尾、梅津、常通、猪野毛、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

予決特委 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

F＝１人（早苗） 

 

H30=A → 

A＝14人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 

 

 

庁舎特委 

R1 （設置無し） 

 

H30=A → 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（広瀬） 
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（議長及び議員の活動原則） 

第５条 議長及び議員は、次に掲げる原則に基づき、次の活動を行います。 

（１） 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行うこと。 

・議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行っていたと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（２）議員は、議員相互間の討議を重んじて活動すること。 

・議員は、議員相互間の討議を重んじて活動したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（黒田） 

・議員相互間の討議の機会を意識的に多く持つようにする。 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・あなたは、議員相互間の討議を重んじて活動したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝13人（常通、柴田、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（黒田） 

・議員相互間の討議の機会を意識的に多く持つようにする。 

C＝2人（中田、橋本） 

・討議の経験、手法を学ぶ機会を増やすこと。 

・重んじてはいるが、結果に満足していない。（発言ができていない）。自己研鑽に努めたい。 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（３）議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自らの能力を高める不断の研鑽により、町民の代表としてふさわしい活動をする

こと。 
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・議員は、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自らの能力を高める不断の研鑽により、町民の代表としてふさわしい活動をしたと

考えるか。 

R1 → 

A＝15人（常通、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（中田） 

・資質向上の為の勉強会を行う。 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（広瀬） 

・あなたは、町政の課題全般について、町民の意思を的確に把握するとともに、自らの能力を高める不断の研鑽により、町民の代表としてふさわしい活動をした

か。 

R1 ↓ 

A＝8人（常通、寺町、立川、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・町民の意思やニーズを的確に把握することや、自らの能力を高めるための研鑽を常に行わなければならないと考える。 

B＝7人（中田、柴田、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗） 

・資質向上の為の勉強会を行う。 

・７地区と広く、各役員との年２回の懇談会を行っているが、充分とは言えない現状。 

・自己研鑽に努める。 

・自己研鑽に努める。 

・課題全般について把握するのは難しい、少しずつ幅を広げる努力をしていくしかないと考える。 

・更に研鑽に努めたい。 

C＝1人（橋本） 

・時間が足りなく研鑽はしているが的確に把握していると言えない。スキルアップに努める。 

 

H30 ↓ 

A＝11人（寺町、常通、正村、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、柴田） 

・町民の意思やニーズを的確に把握することや、自らの能力を高めるための研鑽を常に行わなければならないと考える。 

B＝5人（広瀬、梶澤、猪野毛、中村、鈴木） 

・自己研鑽に努めるのみ。 

・先輩議員はそれなりに活動していると感じる。自分も追いつくべき行動を起こす。 

・町民の意思の的確な把握に一層努めたい。 



13 

 

・新人としてのオリエンテーションが必要と思う。 

［今後どのように取り組もうと考えるか］ 

・体験から学ぶことが大切と感じている。 

（４）議員は、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指して活動すること。 

・議員は、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指し活動したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・あなたは、議会の構成員として公正かつ誠実に職務を遂行し、町民全体の福祉の向上及び豊かなまちづくりの推進を目指し活動したか。 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（黒田） 

・さらなる努力が必要。 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（猪野毛） 

・ごみ処理問題に取り組んでいるが、今後も引き続き取り組んでいく。 

（議員研修の充実強化） 

第６条 議会は、議員の政策形成及び立案能力等の向上を図るため、別に定める芽室町議会議員研修要綱（平成 24年３月 30日制定）に基づき、議員研修を実施し

ます。 

・議会は、議員の政策形成及び立案能力等の向上を図るため、芽室町議会議員研修要綱に基づき、議員研修を実施したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（立川） 

・例年と比較し、研修の機会が少なかった。改選期でもあったので、議会サポーターの先生たちから改めて議会の役割、地方自治の根幹、一般質問の意義につ

いてじっくりと学ぶ機会があって良いと考える。R2 年度は今年度よりも多く研修機会を設けてほしい。 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 
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２ 議会は、議員研修の充実、強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等から情報を得て議員研修計画を策定し、研修会及び研究会などを積極的に開催しま

す。 

・議会は、議員研修の充実、強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等から情報を得て議員研修計画を策定し、研修会及び研究会などを積極的に開催した

と考えるか。 

R1 ↓ 

A＝11人（常通、柴田、橋本、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝4人（中田、立川、黒田、早苗） 

・一期生対象の研修は定期的にあった方がよい。 

・予期せぬ事態（新型コロナウイルス感染拡大防止策）のためフォーラムの開催がおこなえなかったことが一点。また、今年度おこなった高校生との意見交換

会などから得た課題や、各委員会が取り組むテーマに沿った研修の機会などが次年度開催できればよいと考える。 

・一期生による研修を自らで発案し、今後積極的に行っていく必要がある。 

・不測の事態により開催できなかった研修会は次年度に延期する。 

C＝1人（寺町） 

・今年度は新型コロナウイルス感染防止により計画を一部中止した。 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（議員の政治倫理） 

第７条 議会は、芽室町議会議員政治倫理条例（平成 24年芽室町条例第 33号）に基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別公務員とし

ての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使しません。 

・議員は、芽室町議会議員政治倫理条例に基づき、町民全体の奉仕者及び特別公務員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使する

ことはなかったと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

E＝1人（梅津） 

・自分以外についての評価は事実が分からず評価不可。 

・あなたは、町民全体の奉仕者及び特別公務員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することはなかったか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 
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H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・各自、議員の政治倫理に則る以外になし。 

 

第３章 町民と議会との関係 

（町民参加及び町民との連携） 

第８条 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保します。 

・議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を十分に果たし、町民が議会活動に参加する機会を確保したかと考えるか。 

R1 → 

A＝14人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、鈴木、広瀬、西尾） 

・より多様で幅広い町民が議会を身近に感じてもらえるよう情報公開・共有を徹底し、多くの町民が議会活動に参加する機会を今後も確保していくことが必要と

考える。 

B＝2人（黒田、正村） 

・意見交換の場や、モニター制度は充実しているが、議会の説明責任を十分に果たすという点に力点を置いた取り組みが必要。 

・委員会において議論を整理するために休憩を取ることがある。中継を見ている人にはなにが話されているのかわからないが、傍聴に来ている人はすべてをみ

ている。休憩中も録画は止めずに中継したらよいと思う。 

 

H30 → 

A＝14人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・より多様な住民が議会を身近に感じてもらえるよう情報公開・共有を徹底し、多くの町民が議会活動に参加する機会を今後も確保していくことが必要と考え

る。 

B＝2人（猪野毛、梅津） 

・少数の参加はあるが、より多くの参加に向けて努力が必要。 

・これでいいとはならない。さらに先進地の実践に学び探求する。 

２ 議会は、本会議及び委員会並びに全員協議会（以下「議会の諸会議」といいます。）の日程及び内容は、事前に町民に周知するとともに、審議過程及び結果に

ついても情報を公開し、共有します。 

・議会は、本会議及び委員会並びに全員協議会の日程及び内容は、事前に町民に周知するとともに、審議過程及び結果についても情報を公開し、共有したと考え

るか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 
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A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（猪野毛） 

・一部の町民は知ることが可能である（インターネットほか）が、多数にはまだ不可能。 

 

３ 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を議会の意思決

定に反映します。 

・議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を議会の意思決

定に反映したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝9人（常通、柴田、寺町、立川、梶澤、渡辺、正村、鈴木、西尾） 

・公聴会について事案無し。 

B＝5人（中田、黒田、中村、早苗、広瀬） 

・参考人制度や公聴会制度について十分に活用出来ていないと考える。 

・勉強会の中で積極的に話を聞くことはあったが、今後はさらに専門家の話を聞く機会を持つ必要がある。 

・学識経験者等の専門性を議会の意思決定に生かしていくことが、大変重要である。 

・公聴会は制度の研究が必要。 

F＝2人（橋本、堀切） 

 

H30 → 

A＝11人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、中野、猪野毛、早苗、柴田、鈴木） 

・公聴会制度を必要としていない。 

B＝4人（広瀬、西尾、梅津、中村） 

・公聴会制度は十分な活用、学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を議会の意思決定反映は不足している。 

・議会独自に法関係の学識経験者の活用が必用と考える。 

・制度の研究が必要。 

F＝1人（渡辺） 

４ 議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付け、審査においては、提案者の意見を聴く機会を確保します。 

・議会は、請願、陳情を町民による政策提案と位置付け、審査において、提案者の意見を聴く機会を確保したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 ↑ 
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A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

５ 議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を聴取する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行います。 

・議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を聴取する機会を確保し、議会、議員による政策提案を行ったと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝15人（常通、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・いただいた意見を政策提案につなげていくためにはさらに深化が必要と考える。 

B＝1人（中田 ） 

・意見交換会は実施しているが、政策提案するまで調査が進んでいない。 

 

H30 ↑ 

A＝12人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、西尾、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝4人（髙橋、立川、渡辺、中野、） 

・意見を聴取したが政策提案には至っていない、 

・政策提案には至らない。そこに目的意識を設けていないため議員間討議が十分ではなく〔総括〕で終えてしまっている。 

・意見交換会は開催しているが、いただいた意見を政策提案につなげていくためにはさらに取組んでいく必要があると考える。 

・明確な政策提案をしたとは言えない。 

（議会広報の充実） 

第９条 議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から町民に対して周知します。 

・議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から町民に対して周知したと考えるか。 

R1 → 

A＝13人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、渡辺、鈴木、西尾） 

B＝3人（早苗、正村、広瀬） 

 

H30 ↓ 

A＝13人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝3人（広瀬、立川、猪野毛） 

・町民が一番目にしやすい議会だより、議会 SN Sにおける発信内容はより議会サイドからの見解を色濃くしてよいと考える。 

・今後いろんな視点からさらなる努力する必要がある。 

２ 議会は、情報通信技術（ＩＣＴ）の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの町民が行政に関心を持つように議会広報活動を行います。 

・議会は、情報通信技術（ＩＣＴ）の発展を踏まえた多様な広報手段を活用し、多くの町民が行政に関心を持つように議会広報活動を行ったと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝13人（常通、柴田、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 
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・タブレット使用についてはモニターさんからご意見をいただいている。意見交換会等では町民の方にも積極的に議員のタブレットを活用してもらうなど（地図

アプリを使って通学路の危険個所の確認など）、町費で貸与されている意義を再認識する必要がある。 

B＝3人（中田、橋本、早苗） 

・多様な広報手段を活用して広報活動しているが多くの町民が関心を持てているかは、まだ課題があると考える。 

・まだ改善の余地があると考える。 

・現在は情報の発信のみであり関心を持っていただけるような広報にはなっていない。町民アンケートを元に工夫が必要。 

 

H30 → 

A＝14人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、中村、柴田、鈴木） 

B＝2人（立川、早苗） 

・例えば委員会の開催案内だけではなく、後刻でも良いので質疑内容や答弁内容、会議録のリンクを貼るなど、内容の工夫があると良い。 

・現状は一方的な発信にとどまっており町民からの評価を頂く必要がある。 

（議会白書、議会の自己評価） 

第 10条 議会は、町民に対し、議会及び議員の活動内容を公表し、情報を共有することにより、議会活動の活性化を図ります。 

・議会は、町民に対し、議会及び議員の活動内容を公表し、情報を共有することにより、議会活動の活性化を図ったと考えるか。 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（黒田） 

・町民の声が、いかにして町政に反映されているのかを伝えるプロセスが必要。 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（猪野毛） 

・議会活動がよくわからない、見えないという声がある。もっと透明性に努める。 

２ 議会は、議会の基礎的な資料・情報、議会の評価等を１年ごとに調製し、議会白書として町民に公表します。 

・議会は、議会の基礎的な資料・情報、議会の評価等を１年ごとに調製し、議会白書として町民に公表したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

３ 議会は、議会の活性化に終えんがないことを常に認識し、議会としての評価を１年ごとに適正に行い、評価の結果を町民に公表します。 
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・議会は、議会の活性化に終えんがないことを常に認識し、議会としての評価を１年ごとに適正に行い、評価の結果を町民に公表したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

４ 議会白書及び議会としての評価に関して必要な事項は、議長が別に定めます。 

H30-R1 客観的事実に基づくものであり評価項目としない 

・議会白書及び議会としての評価に関して必要な事項は、議長が別に定めたか。 

 

 

第４章 町長等と議会との関係 

（町長等と議会、議員の関係） 

第 11条 町長等と議会は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策をめぐる論点、争点を明確にし、緊張関係を維持しながら行政を運営します。 

・町長等と議会は、それぞれの機関の特性を活かすとともに、政策をめぐる論点、争点を明確にし、緊張関係を維持しながら行政を運営したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

２ 議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答方式で行います。 

・議員と町長等との質疑応答は、一問一答方式により、広く町政上の論点、争点を明確にしたと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・あなたと町長等との質疑応答は、一問一答方式により、広く町政上の論点、争点を明確にしたと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝12人（常通、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝2人（黒田、中村） 

・論点整理をして質問できるよう自らの努力はまだまだ必要。 
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・今後も、争点の明確化が重要と考える。 

C＝1人（中田） 

・まだ未熟であり、質疑の手法について研鑽が必要。 

F＝1人（早苗） 

 

H30 → 

A＝13人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（早苗） 

・争点の明確化が出来ていない。 

E＝1人（猪野毛） 

・町長との対談が実現しなかった。 

F＝1人（広瀬） 

３ 議員は、一般質問等に当たっては、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、討議による政策論争を展開します。 

・議員の一般質問等は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、討議による政策論争を展開したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝11人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、堀切、中村、渡辺、正村、西尾） 

・Aではあるが継続した一般質問スキルアップの研修は必要である。別海町議会では定例会ごとに講師を招き研修をおこなっているそうだ。一般質問が議員や議

会活動のすべてではないが、町政の課題発見、解決に導く論旨的思考を持つ個々のスキルアップには研修が必要だと考える。定例会の振り返りを通じて同僚の

一般質問を議会の課題として継続調査をおこなっていくという意義も再度共通認識するべき。 

B＝5人（梶澤、黒田、早苗、鈴木、広瀬） 

・政策論争まで達していないこともあった。 

・討議という観点からいけば、まだまだ議論の深まりが足りない。より準備が必要。 

・政策論争に至らず要望で終わることがある。 

・諮問内容の調査等を十分に行い、政策論争を展開すべきである。 

・議員は大局的な政策論争に努めるべき。細部にわたっての質問が多い。 

 

H30 ↑ 

A＝13人（寺町、正村、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝3人（常通、広瀬、梶澤） 

・自分としては、事前の勉強や情報収集が不足してたように感じたので、今後そのあたりを気を付けたい。 

・質問に終始することなく、質の高い政策論議を目指さなければならない。 

・あなたの一般質問等は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始することなく、討議による政策論争を展開することができたか。 
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R1 → 

A＝8人（寺町、立川、堀切、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・課題の共有、争点の明確化を図るために意識したが、さらに自己研鑽に努め、政策論争が展開できるようにしたい。 

B＝4人（橋本、梶澤、黒田、中村） 

・事前の情報不足、現課との調整不足、勉強不足。自己研鑽し今後の課題としたい。 

・自己研鑽に努める。 

・論点を明確にし、政策議論をできるレベルになるよう自己研鑽に努める。 

・一般質問等の政策論争は大変重要。調査研究の必要性を痛感している。 

C＝1人（中田） 

・より良い政策論争を展開するにはまだ未熟であり手法について研鑽が必要。 

F＝3人（常通、柴田、早苗） 

・早めに取り掛かる。 

 

H30 ↑ 

A＝8人（寺町、常通、正村、髙橋、立川、中野、梅津、柴田） 

B＝5人（梶澤、渡辺、早苗、中村、鈴木） 

・自己研鑽に努めるのみ。 

・課題の共有、争点の明確化を図るために意識したが、さらに自らの能力を高め、政策論争が展開できるよう研鑽が必要と考える。 

・政策を論じ合うところまでは至っていない。 

・政策論争の展開に至っていない。「討議」による論争の意識の意識化に努めたい。 

・政策論争するには、十分な調査・研究が必要である。 

C＝1人（西尾） 

・一般質問はなかった。今後、政策論争をできる質問を出来れば。 

D＝1人（猪野毛） 

・力不足のため実現できず、勉強して実現したい。 

F＝1人（広瀬） 

４ 議員は、一般質問の通告に基づき町長等から提出された答弁書をもとに、討議の充実を図ります。 

・議員の一般質問は、通告に基づき町長等から提出された答弁書をもとに、討議の充実を図ることができたと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝13人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、西尾） 

B＝3人（黒田、鈴木、広瀬） 

・政策討論に至っていない場面もあった。論点の整理と、事前準備が必要。 
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・質問が通告の範囲を超える場合が、しばしばある。 

 

H30 ↑ 

A＝14人（寺町、常通、広瀬、正村、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（梶澤） 

・自ら行った一般質問については、しっかりと振り返りを実践し次に繋げる。 

F＝1人（髙橋） 

・あなたの一般質問は、通告に基づき町長等から提出された答弁書をもとに、討議の充実を図ることができたと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝8人（寺町、立川、梶澤、堀切、渡辺、正村、鈴木、西尾） 

B＝5人（中田、橋本、黒田、中村、広瀬） 

・討議の充実を図るには、研鑽が必要である。 

・スキルアップあるのみ。 

・論点をより明確に、わかりやすい議論を心掛ける必要がある。 

・論点の明確化に努めたい。 

F＝3人（常通、柴田、早苗） 

・早めに取り掛かる。 

 

H30 ↑ 

A＝10人（寺町、常通、正村、立川、渡辺、中野、梅津、早苗、柴田、鈴木） 

B＝2人（梶澤、中村） 

・自己研鑽に努める。 

・討議の充実が図れなかった。求めている論点の明確化が必要。 

C＝1人（西尾） 

・一般質問はなかった。今後、政策論争をできる質問を出来れば。 

E＝1人（猪野毛、） 

・力不足のため実現できず、勉強して実現したい。 

F=2 人（広瀬、髙橋） 

５ 議員は、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しません。 

・議員は、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しなかったか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 
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H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・あなたは、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員に就任しなかったか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（猪野毛） 

６ 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長及び執行機関の長並びに職員（以下「町長等執行機関の長等」といいます。）は、議員の質疑及び質問に対し

て、議長及び委員長の許可を得て、論点、争点を明確にするため反問することができます。 

H30-R1 町長等執行機関の長等の権利規定であり、評価項目としない 

・議員の質疑及び質問に対し、町長及び職員は、論点、争点を明確にするための反問をしたと考えるか。 

 

H30-R1  町長等執行機関の長等の権利規定であり、評価項目としない 

・あなたの質疑及び質問に対し、町長及び職員は、論点、争点を明確にするための反問をしたと考えるか。 

 

７ 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長等執行機関の長等は、議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、議長又は委員長の許

可を得て、反論することができます。 

H30-R1 町長等執行機関の長等の権利規定であり、評価項目としない 

・議員の質疑及び質問に対し、議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、町長等執行機関の長等は、議長又は委員長の許可を得て、反論

したと考えるか。 

 

H30-R1  町長等執行機関の長等の権利規定であり、評価項目としない 

・あなたの質疑及び質問に対し、議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、議長又は委員長の許可を得て、反論したか。 

 

（政策形成過程等） 

第 12条 議会は、町長等が提案する重要な政策等の意思決定においては、その水準を高めるため、次に掲げる政策形成過程を論点として審議します。 

(１) 政策等の発生源 

(２) 検討した他の政策等の内容 

(３) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 
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(４) 総合計画の実行計画及び個別計画における根拠又は位置付け 

(５) 関係ある法令及び条例等 

(６) 政策等の実施に関わる財源措置 

(７) 総合計画上の実行計画及び将来にわたる政策等のコスト計算 

・議会は、町長等が提案する重要な政策等の意思決定において、その水準を高めるため、７項目をもとに政策形成過程を論点として審議したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝5人（寺町、堀切、渡辺、鈴木、西尾） 

B＝11人（常通、中田、柴田、橋本、立川、梶澤、黒田、中村、早苗、正村、広瀬） 

・意識はしているが対応できなかった場面があった。しっかり意識づけを習慣づけたい。 

・十分とは言えない。 

・調査ではできているが本会議では消化不良の時がある。 

・意識はしているが、経験不足、勉強不足。自己研鑽に努める。 

・すべての調査において第１２条に記載の論点を反映した質疑がおこなうことはできたとは言えない。何度も、議員間で確認することが大切である。 

・７項目を意識した審議の定着。 

・すべての審議が常に 7 項目すべてを満たした議論ができたと言われると足りない部分もあった。7項目を常に意識することが重要。 

・更なる研鑽が必要である。 

・常に７項目を意識する習慣が必要。 

 

H30 ↓ 

A＝10人（寺町、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝6人（常通、広瀬、正村、梶澤、立川、梅津） 

・意識をしているつもりでも頭から抜けることもあった。もっとしっかり意識して審議したい。 

・政策を深掘りして議論することが十分にできていないのではないか。 

・常に７項目を意識した習慣を身に付けなければならない。 

・意識はしているがまだ十分に浸透していない。トレーニングが必要。7 項目に沿った質疑用のシートを作成しその時の議論を可視化する工夫が必要かもしれ

ない。 

・調査・研鑽に努める。 

２ 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の適否を判断する観点から、立案、決定、執行における論点、争点を明確にし、執行後を想定し

た審議を行います。 

・議会は、政策等の提案を審議するに当たり、政策等の適否を判断する観点から、立案、決定、執行における論点、争点を明確にし、執行後を想定した審議を行

ったと考えるか。 

R1 ↓ 
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A＝7人（寺町、梶澤、堀切、中村、渡辺、鈴木、西尾） 

B＝9人（常通、中田、柴田、橋本、立川、黒田、早苗、正村、広瀬） 

・意識はしているが対応できなかった場面があった。しっかり意識づけを習慣づけたい 

・十分とは言えない。 

・近年、皆、財政問題（確保）の発言がある。私も含め判断を迷う場面もしばしばある。完璧は無理だが方法が？ 

・意識はしているが、経験不足、勉強不足。自己研鑽に努める。 

・おおむね出来ていると考えるが向上の余地は十分にある。今後も議員同士確認しながら改善に努めたい。 

・不足していた部分もある。自由討議などを通して執行後の分析をする必要がある。 

・執行後を想定するとさらに争点が明確化できる。 

 

H30 ↓ 

A＝13人（寺町、常通、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝3人（広瀬、正村、梅津） 

・取り組んでいないというわけではないが、さらに充実させることができると思うので Bとした。 

・調査・研鑽の精度を上げる。 

（評価の実施） 

第 13条 議会は、決算審査において、町長等が執行した政策等（計画、政策、施策、事務事業等）の評価（以下「議会の評価」といいます。）を行います。 

・議会は、決算審査において、町長等が執行した政策等（計画、政策、施策、事務事業等）の評価を行ったと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

２ 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に示します。 

・議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に示したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝13人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝3人（立川、黒田、早苗） 

・「議会としての評価」はおこなえていない。常任委員会単位でおこなえば良いのか、予算決算特別委員会でおこなえば良いのかも含め検討課題にしたい。今

年度、決算審査後に提言をおこなった四日市市議会の取り組みも参考にしたい。 

・決算審査ではある程度示せたと考えるが、より分かりやすく伝える場面があってもいい。 
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H30 ↑ 

A＝15人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（広瀬） 

（議決事項の拡大） 

第 14 条 議会は、議決責任という役割を果たす観点に立ち、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」といいます。）第 96 条第２項の議決事件について、

次のとおり定めます。 

（１） 芽室町総合計画に係る基本構想及び実施計画 

（２） 定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告 

（３） 芽室町庁舎建設基本計画 

（４） 芽室町都市計画マスタープラン 

（文書質問） 

第 15条 議員は、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うことができます 

H30-R1 議員の権利規定であり、評価項目としない 

・議員は、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行ったか。 

 

H30-R1  議員の権利規定であり、評価項目としない 

・あなたは、通年議会制度を活用し、休会中においても主体的・機動的な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行ったか。 

 

２ 議会は、文書質問の通告文及び町長等の回答文を、議会だより、議会ホームページ等により町民に公表します。 

・議会は、文書質問の通告文及び町長等の回答文を、議会だより、議会ホームページ等により町民に公表したか。 

R1 ↑ 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

F＝1人（梶澤） 

 

 

H30 → 

A＝4人（渡辺、西尾、柴田、鈴木） 

・一般質問で解決しているのでは。必ずしも行わなければ、というものではない。 

E＝1人（猪野毛） 

・活用したか不明。有効活用すべし。 

F＝11人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、中野、梅津、早苗、中村） 
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３ 文書質問について必要な事項は、芽室町議会会議条例（平成 24年芽室町条例第 32号。以下「会議条例」といいます。）で定めます。 

・文書質問について必要な事項は、芽室町議会会議条例で定めたか。 

H27-H30   評価項目としない 

 

第５章 議員相互の討議 

（自由討議による合意形成） 

第 16条 議会は、議員による討議の場であり、議員相互の討議を中心に運営します。 

・議会は、議員による討議の場をもとに、議員相互の討議を中心に運営したと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝11人（中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、渡辺、正村、鈴木、西尾） 

B＝5人（常通、黒田、中村、早苗、広瀬） 

・取り組んではいるが議員相互の討議を中心にとまでは言えないと感じる。議員間討議を意識して発言する。 

・討議の場面がもう少し多くてもいい。 

・ミーティングのあり方の検討も必要。 

・自由に討議する場を増やす。 

 

H30 → 

A＝10人（寺町、正村、梶澤、髙橋、渡辺、猪野毛、梅津、中村、柴田、鈴木） 

B＝6人（常通、広瀬、立川、西尾、中野、早苗） 

・ミーティングからの脱却を目指せるようにミーティングの討議を形づける。 

・ミーティングに依存しすぎている。公開で討議が出来るよう推し進めるべき。 

・分からない。 

・ミーティングでは出来ているが委員会では不足している。 

・会議終了後の振り返りを慣例化し、論点の整理を行うことが必要。 

 

２ 前項の規定に基づき、本会議及び議会の諸会議への町長等に対する出席要請は、必要最小限に留めるものとし、議員間で活発な討議を行います。 

・本会議及び議会の諸会議への町長等に対する出席要請は、必要最小限に留めるものとし、議員間で活発な討議を行ったと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝13人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、西尾） 

B＝3人（黒田、早苗、広瀬） 

・議員間での討議の場面がもう少し多くてもいい。 

・活発とは言い難い現状ではある。委員会等では調査案件の事前確認を行い論点の洗い出しをするなど討議を活発化する工夫が必要。 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('424901010032000000MH','424901010032000000MH',%20'1')
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H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（立川） 

・委員会調査後の議員間討議が足りていない。 

３ 議会は、委員会における委員外議員が発言できる機会を保障します。 

・議会は、委員会における委員外議員が発言できる機会を保障したと考えるか。 

R1 → 

A＝14人（常通、中田、柴田、橋本、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

E＝1人（立川） 

・事例はなかったが、その準備はできている。 

F＝1人（寺町） 

 

H30 → 

A＝14人（常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（猪野毛） 

・必要であれば積極的に活用すべし。 

F＝1人（寺町） 

４ 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び請願並びに陳情等を審議し結論を出す場合には、議員相互の自由討議により議論を尽く

して合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たします。 

・議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び請願並びに陳情等を審議し結論を出す場合、議員相互の自由討議により議論を尽くして

合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たしたと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝14人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝2人（黒田、早苗） 

・討議の場面がもう少し多くてもいい。 

・議員個々の意見を述べ合う討議時間を設ける。 

 

H30 → 

A＝12人（寺町、常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝3人（広瀬、立川、猪野毛） 

・議員間討議のスキルは向上している。引き続き研鑽が必要。 
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・町民に対する説明責任が十分か確認が取れていない。 

E＝1人（梅津） 

・案件により、議会独自に法関係学識経験者の活用が必要と考える。 

５ 議員は、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、議員相互の討議により議論を尽くして合意形成を行います。 

・議員は、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、議員相互の討議により議論を尽くして合意形成を行ったと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝14人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・今のスタイルで良い。 

B＝1人（黒田） 

・討議を十分に行う時間的余裕が少ない。 

F＝１人（早苗） 

 

H30 → 

A＝12人（常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

C＝1人（中野） 

・課題解決に向け、意見書等を出そうという意識を強くするため、話し合いをする場を設ける。 

D＝1人（立川） 

・議員提案の事例もなく、そのことを意識した取り組みを行っていない。 

F＝2人（寺町、広瀬） 

・あなたは、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、議員相互の討議により議論を尽くして合意形成に関わったか。 

R1 ↑ 

A＝12人（常通、柴田、寺町、立川、梶澤、堀切、中村、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・「まるごと給食」に関して意見書提出。 

B＝2人（中田、黒田） 

・未熟の為、議論を尽くしきれていない。 

・更なる自己研鑽が必要。 

D＝1 人（橋本） 

・自己研鑽に努める。 

F＝１人（早苗） 

H30 → 

A＝9人（常通、正村、髙橋、渡辺、西尾、梅津、早苗、中村、柴田） 

B＝2人（立川、鈴木） 
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・抽出事項の総括を行う過程で、これは政策提言出来るのではないかと個人的には納得できるものが出来上がったと考えたが、取り組みを始めるにあたり「政

策提言ありきではない」との意見もあった。目標を定める位置を「政策提言」におけば、もっと議論を深めることが出来たのではないかと悔やまれる。 

C＝2人（中野、猪野毛） 

・意見書を出すことの重要性について話し合う。 

・勉強不足、議員経験不足のため出せなかった。今後は前向きに取り組みます。 

F＝3人（寺町、広瀬、梶澤） 

・自己研鑽に努める。 

（議員政策討論会の開催） 

第 17条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題等について、議会としての共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図るため、議員政策討論会を開催

します。 

・議会は、町政に関する重要な政策及び課題等について、議会としての共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図るため、議員政策討論会を開催した

か。 

R1 ↓ 

B＝5人（柴田、早苗、鈴木、広瀬、西尾） 

・今、取り組んでいる手法で良い。熟度が増せば結果が出てくる。 

・共通認識を深める討論会を、もっと多く開催したい。 

C＝3人（中田、梶澤、黒田） 

・能力向上の討論会はなかった。 

・政策討論会は現時点では開催されていない。今後、開催に向けた取り組みが重要。 

・各委員会での自由討議はあったが、全体での政策討論会は開催されていない。 

D＝2 人（渡辺、正村） 

・議会として共通認識を深め、政策形成能力の向上を図るためには、調査の途中経過や１年のまとめを討議できる場が必要。政策討論会開催に向けて積極的に

取り組む必要があると考える。 

・抽出事業は調査期間の設定が委員会ごとに異なる。調査期間を２年としたため討論会を設定できなかったが、年度の途中でも他委員会と進捗について意見交

換する機会を設定したらさらに視野を広げることができたかもしれない。 

E＝1人（立川） 

・おこなえていないが必要性については共通認識を持てていると考える。また、そこに向けた取り組みをおこなっている。 

F＝5人（常通、橋本、寺町、堀切、中村） 

・どのタイミングで政策討論会を開催するのかの（委員会毎の）共通認識が必要と感じた。 

 

H30 ↓ 

A＝1人（西尾） 
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B＝5人（広瀬、髙橋、猪野毛、早苗、柴田） 

・課題に取り組んだが、政策討論会開催までにはならなかった。 

・必要であれば開催すべし。 

・両委員会が積極的に進めること。 

・政策形成は当然であるが、委員会ごとの各課への意見書・提言書もあり、積極的に行うべき。 

C＝1人（梶澤） 

・政策討論会までは至っていないが、今後、町が抱える大きな課題については実践していく必要がある。 

D＝3人（常通、立川、鈴木） 

・今年は開催していない。各常任委員会でも調査の結果なので致し方無いのかもしれない。 

・政策提言に向けた意識の欠如。全員協議会が議運の決定事項の確認の場ではなくもっと有効に全議員による自由闊達な意見交換の場にすべき。そのような機

会があったのに議長が取り組まれなかったのは残念。 

F＝6人（寺町、正村、渡辺、中野、梅津、中村） 

・議会としての共通認識、政策形成能力の向上を図るためには、政策サイクルにあるように、調査の途中経過や１年のまとめとして、政策討論会は開催しなけ

ればならないものとして取組んでいく必要があると考える。 

・政策課題の共有化、討議の場としては重要である。課題の精選も必要。 

２ 議員政策討論会について必要な事項は、議長が別に定めます。 

 

第６章 適正な議会機能 

（適正な議会費の確立） 

第 18条 議会は、議会費について、一定の標準率などを用いて適正な議会活動費の確立を目指します。 

・議会は、議会費について、一定の標準率などを用いて適正な議会活動費の確立を目指したか。 

R1 → 

A＝●人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

２ 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算を確保します。 

・議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算を確保したか。 

R1 → 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（立川） 

・事務局機能強化のための予算が必要ではないか。（人員配置、事務局職員の研修機会等） 



32 

 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（立川） 

・政務調査費の必要性について検討しても良いと考える。 

３ 議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより及び議会ホームページ等により町民に公表します。 

・議会は、議長交際費を含めて、議会費の使途等を議会だより及び議会ホームページ等により町民に公表したか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

（議長、副議長志願者の所信表明） 

第 19条 議会は、議長、副議長の選出に当たり、議会活動の方向性を明確にし、議会の透明性をより一層高め、議会の責務を強く認識するため、それぞれの職を志

願する者に所信を表明する機会を設けます。 

・議会は、議長、副議長の選出に当たり、議会活動の方向性を明確にし、議会の透明性をより一層高め、議会の責務を強く認識するため、それぞれの職を志願す

る者に所信を表明する機会を設けたか。 

R1 － 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H28-H30   評価項目としない 

（附属機関の設置） 

第 20条 議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、学識経験を有する者等で構成する附属

機関を設置します。 

・議会は、議会活動に関し、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、学識経験を有する者等で構成する附属機関

を設置したか。（参考）設置済み機関：平成２４年～議会改革諮問会議。令和元年度は設置していない。 

R1 ↓ 

F＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝13人（広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝3人（寺町、常通、梅津） 
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２ 附属機関に関して必要な事項は、別に条例で定めます。 

H30-R1  すでに条例規定しているため、評価項目としない 

・附属機関に関して必要な事項は、別に条例で定めたか。 

 

（調査機関の設置） 

第 21 条 議会は、町政の課題に関する調査のために必要があると認めるときは、法第 100 条の規定により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置しま

す。 

・議会は、町政の課題に関する調査のために必要があると認めるときは、法第 100条の規定により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置したか。（参

考）令和元年度は設置していない。 

R1 → 

F＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

F＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・必要が考えられる場合、設置を考えれば良い（研修も可）。 

２ 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えます。 

・議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加えたか。（参考）令和元年度は設置していないため議員を構成員として加える必

要はなかった。 

R1 → 

F＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

F＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

３ 調査機関に関し必要な事項は、会議条例で定めます。 

 

（議会事務局の体制整備） 

第 22条 議会は、法第 138条第２項の規定に基づき、芽室町議会事務局を置きます。 

２ 議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図ります。なお、当

分の間は、執行機関の法務及び財務機能の活用、職員の併任等を考慮します。 

・議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図ったと考えるか。 

R1 → 

A＝14人（常通、中田、橋本、寺町、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

javascript:OpenResDataWinlnkJyo('424901010032000000MH','424901010032000000MH',%20'1')
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B＝1人（柴田） 

・安定した４人の確保（正職員が望ましい）。 

C＝1人（立川） 

・政策立案能力向上に必要な事務局職員の研修機会、事務局機能維持に必要な人員配置がおこなえているかどうか、再度検討の余地がある。特に事務局職員の

任命権行使のために町長とどのような協議をおこなったのかが不明。 

 

H30 → 

A＝13人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、鈴木） 

B＝3人（梅津、中村、柴田） 

・事務局職員を正職員で構成すべきと考える。（現人数を確保のうえ） 

・人的な部分において事務局の強化が必要。 

・５人体制が必要。町長に。 

３ 議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議します。 

H30-R1  議長が事務局の職員人事に関し、任免権を行使し、町長と協議したかどうかは他議員からは評価しづらいため評価項目としない 

・議長は、議会事務局の職員人事に関し、その任免権を行使するものとし、あらかじめ町長と協議したと考えるか。 

 

（議会図書室の充実） 

第 23条 議会は、法第 100条第 18項の規定により、議会図書室を適正に管理し運営するとともに、その機能を強化します。 

・議会は、議会図書室を適正に管理し運営するとともに、その機能を強化したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝9人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、堀切、渡辺、正村、鈴木） 

B＝6人（梶澤、黒田、中村、早苗、広瀬、西尾） 

・新庁舎供用後に向けた機能整備。 

・タブレットを活用しての電子図書室は、とても役に立つ。今後さらなる充実に向けて検討する。 

・新刊図書の紹介などの事例はあった。新庁舎建設を契機に充実が求められる。 

・タブレットではＯＫ。庁舎移転してから。 

C＝1人（立川） 

・機能強化は「新庁舎が供用されてから改めておこなう」となってからは、控え室にある議会図書室への関心度が薄れたように感じている。 

 

H30 ↑ 

A＝10人（常通、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、柴田、鈴木） 

・議会図書室については新庁舎建設に向け協議されていく。機能という観点では、電子図書室によって充実・強化されている。 
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B＝5人（寺町、広瀬、梅津、早苗、中村） 

・庁舎新設に合わせて検討する。 

・新庁舎建設に対応し、充実を図る。 

・蔵書等の管理規定を定めることが必要。 

・新庁舎建設に合わせ、継続的に図書室機能の研究を行う。 

C＝1人（立川） 

・議員は電子図書室の活用ができているが、町民に対しての議会図書室機能が十分ではないと考える。議会図書室についての周知があっても良いのではないか。 

２ 議会図書室は、議員のみならず、町民、町長等においても利用することができます。 

・議会図書室は、町民、町長等においても利用することができたと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝4人（橋本、寺町、梶澤、渡辺） 

・町民に対する議会図書室機能のあり方については役場庁舎建設と合わせてさらに検討が必要と考える。 

B＝5人（柴田、中村、鈴木、広瀬、西尾） 

・電子図書で解決できるのでは。 

・町民の利用については、今後の議論が必要。 

・利用のしやすさがない。知ってもらうが大事。 

・新庁舎になってから。 

C＝4人（中田、立川、黒田、正村） 

・（上記の理由から）今年度は傍聴人やモニターさんなどの町民への周知活動が足りていなかったと考える。 

・町民が利用するには、工夫が必要である。 

・新庁舎建設時に強化すべく検討を進める。 

・町民や町長等が図書室を利用する場面が想像できない。聞かれれば答えるという姿勢でよいと思う。 

E＝3人（常通、堀切、早苗） 

・町民の方に気兼ねなく利用してもらえるように周知する。 

・実際に町民、町長等が利用しているかはわからない。議会図書室は図書の量が少ないので、電子図書室を誰でも閲覧できると良いと考える。 

・利用実績が不明だが図書資料は自由に閲覧できる体制にはなっている。 

 

H30 ↑ 

A＝10人（寺町、常通、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、早苗、柴田、鈴木） 

・図書機能については議員はタブレットがあるから強化されていると考えるが、町民に対する議会図書室機能のあり方については役場庁舎建設と合わせてさら

に検討が必要と考える。 

・タブレットを主に活用でも良い。 
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B＝3人（猪野毛、梅津、中村） 

・町民の方から、利用したとの声はほとんど聞こえない。 

・新庁舎建設に対応し充実を図る。 

・新庁舎建設に合わせ、利用面からの継続的な研究が必要。 

C＝2人（広瀬、立川） 

・周知がなされていない。 

E＝1人（正村） 

・iPad導入後、電子図書室という言葉を使って議会図書室については整理してきたが、議員以外が利用することは物理的に難しいと思う。利用した実績がない

ので評価できない。 

（議会改革及び活性化の推進） 

第 24条 議会は、町民の信頼を高めるため、不断の改革及び活性化に努めます。 

・議会は、町民の信頼を高めるため、不断の改革及び活性化に努めたと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

２ 議会は、前項の改革に取り組むため、議会活性化計画を策定し、実行と評価について全議員で協議します。 

・議会は、前項の改革に取り組むため、議会活性化計画を策定し、実行と評価について全議員で協議したかと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

３ 議会は、他の自治体議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査、研究等を行います。 

・議会は、他の自治体議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわしい議会のあり方についての調査、研究等を行ったかと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝11人（常通、柴田、寺町、梶澤、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、広瀬、西尾） 

・視察にきた四日市市議会との WS は新鮮な刺激だった。幕別町議会の視察対応もその延長線にあると思うが、機会があれば全議員でも対応できるとよいと思

う。 

B＝4人（中田、立川、黒田、鈴木） 

・視察対応で研究等行ったかは不明。 
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・本町に視察に来ていただく他自治体議会との意見交換はおこなわれたが、芽室町議会が課題をもって他自治体との交流や連携などをおこなったとは言い難

い。 

・交流はあったが、研究までは至っていない。 

・他の自治体議会との交流はあっても、調査、研究に至っていない。 

F＝1人（橋本） 

 

H30 ↑ 

A＝14人（寺町、常通、広瀬、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

D＝1人（立川） 

・事務局レベルではあったかもしれないが、議会が率先してそのような取り組みを行ってはいない。議運は先進地調査も行っていないが町民の利益のためには

行うべき。 

E＝1人（正村） 

・他自治体議会との交流が思いつかない。 

４ 議会は、議会制度に係る法改正等があったとき、又は議会改革の推進の観点から必要があると認めるときは、速やかに調査、研究等を行います。 

・議会は、議会制度に係る法改正等があったとき、又は議会改革の推進の観点から必要があると認めるときは、速やかに調査、研究等を行ったかと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝10人（常通、柴田、梶澤、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（立川） 

・外部からの専門的知見を活用する機会を増やしたい。 

F＝5人（中田、橋本、寺町、黒田、堀切） 

 

H30 ↑ 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

・議選監査委員に関して行った。 

・議選監査委員存置についての調査を行えたと考える。 

E＝1人（猪野毛） 

５ 議会は、議会モニター及び議会サポーターを設置し、提言その他の意見を聴取するとともに、議会運営に反映します。 

・議会は、議会モニター及び議会サポーターを設置し、提言その他の意見を聴取するとともに、議会運営に反映したかと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 
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A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（猪野毛） 

・モニター会議に関する議論がほとんどないという意見が数名からあった。 

（災害対応） 

第 25条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握すると共に、議会としての業務を継続し、町

長等に速やかに必要な要請を行います。 

・議会は、災害時に町民及び地域の状況を的確に把握すると共に、議会としての業務を継続し、町長等に速やかに必要な要請を行ったと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝12人（常通、中田、柴田、梶澤、黒田、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

B＝1人（立川） 

・新型コロナ感染拡大予防対策については議会 BCPに基づいた体制が取れているが、通常の災害とは異なり、収束の時期が見えず対策本部設置期間が長期化し

ていく状況下では各議員に寄せられた町民の声を事務局を通じて執行機関に届けているだけでよいのかという疑問も持っている。 

F＝3人（橋本、寺町、堀切） 

 

H30 → 

A＝14人（常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、渡辺、西尾、猪野毛、中野、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

B＝1人（立川） 

・9 月 6 日発災した胆振東部地震後、通信環境が十分ではない中、事務局から情報を得られたのは BCP の成果と考える。ただし必要な要請を行うか否かを協

議する場は設けなかった。また町の検証結果報告に関わる調査は所管委員会だけではなく、合同委員会で調査にあたるべきではなかったか。 

F＝1人（寺町） 

２ 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について必要な事項は、議長が別に定めます。 

H30-R1 「議会災害時対応基本計画」を策定済みのため評価項目としない 

・必要な事項は、議長が別に定めたと考えるか。 

 

第７章 会議の運営 

（通年議会） 

第 26 条 議会は、前条の目的を達成し使命を果たすため、会期を通年とします。 

H30-R1 既に通年議会を運用しているため評価項目としない 

・議会は、前条の目的を達成し使命を果たすため、会期の通年化を運営できたと考えるか。 

 

２ 会期を通年とするために必要な事項は、会議条例で定めます。 
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H30-R1  既に「議会会議条例」を規定・運用しているため評価項目としない 

・会期を通年とするために必要な事項は、会議条例で定めたと考えるか。 

 

（議会運営の原則） 

第 27 条 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行います。 

・議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行ったと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

D＝1人（梅津） 

・陳情は基本的に住民の声。秘密会の場合はその根拠明示が少なくとも議員全員に対して必要と考える。 

２ 議会は、芽室町議会傍聴条例（平成 24年芽室町条例第 34号）に定める町民等の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲

を高める議会運営を行います。 

・議会は、芽室町議会傍聴条例に定める町民等の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営を行ったかと考

えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

・Aではあるが、休憩中に報告書を作成し委員間で確認するなどの場面では、傍聴人には資料が行き渡らず、配慮が必要なケースもあった。 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

３ 議会は、会議を定刻に開催し、会議を休憩する場合には、その理由、再開の時刻を傍聴者に説明します。 

・議会は、会議を定刻に開催し、会議を休憩する場合には、その理由、再開の時刻を傍聴者に説明したと考えるか。 

R1 → 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 ↑ 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

 

第８章 議員定数・報酬等 
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（議員定数） 

第 28 条 法第 91条第１項の規定に基づき、芽室町議会の議員の定数は、16人とします。 

２ 議員定数の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考人制度及び公聴会制度を十分活用します。 

H27-H30   現在、定数・報酬改正に関する協議等が行われていない評価項目としない 

３ 議員定数の改正については、法第 74条第１項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するものとします。 

 

（報酬等） 

第 29 条 議員の報酬及び費用弁償並びに期末手当（以下「報酬等」といいます。）は、別に条例で定めます。 

２ 前項に規定する条例においては、適正な報酬等の確立を期すため、報酬の標準率又は報酬額を示します。 

３ 報酬等の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用します。 

H27-R1   現在、定数・報酬改正に関する協議等が行われていない評価項目としない 

・報酬等の改正に当たり、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用したと考えるか。 

 

４ 報酬等の改正については、法第 74条第１項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するものとします。 

 

第９章 最高規範性及び見直し手続き 

（最高規範性） 

第 30条 この条例は、議会の最高規範であり、この条例に違反する条例、規則、規程等を制定しません。 

２ 議会及び議員は、この条例を順守します。 

・議会及び議員は、議会基本条例を順守したと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

 

H30 → 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

E＝1人（梅津） 

・秘密会、陳情の扱いに関して、共通認識を図る。 

 

３ 議会は、議会に関する憲法、法律、その他法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念、原則に照らして判断します。 

・議会は、議会に関する憲法、法律、その他法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に定める理念、原則に照らして判断したと考えるか。 

R1 ↑ 

A＝16人（常通、中田、柴田、橋本、寺町、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 
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H30 ↓ 

A＝15人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、早苗、中村、柴田、鈴木） 

E＝1人（梅津） 

・秘密会、陳情の扱いに関して、共通認識を図る。 

（検証及び見直し手続） 

第 31 条 議会は、１年ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、公表します。 

・議会は、１年ごとに、この条例の目的が達成されているかどうかを検証し、公表したと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝15人（常通、中田、柴田、橋本、立川、梶澤、黒田、堀切、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

F＝1人（寺町） 

 

H30 → 

A＝16人（寺町、常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

２ 議会は、前項による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、全ての議員の合意形成に努めたうえで、この条例の改正を含めて適切な措置を講じます。 

・議会は、前項による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、全ての議員の合意形成に努めたうえで、この条例の改正を含めて適切な措置を講じたと考えるか。 

R1 ↓ 

A＝14人（常通、中田、柴田、橋本、立川、梶澤、黒田、中村、早苗、渡辺、正村、鈴木、広瀬、西尾） 

E＝1人（堀切） 

・平成３０年度の検証に参加していないのでわからない。 

F＝1人（寺町） 

 

H30 → 

A＝15人（常通、広瀬、正村、梶澤、髙橋、立川、渡辺、西尾、中野、猪野毛、梅津、早苗、中村、柴田、鈴木） 

F＝1人（寺町） 

３ 議会は、この条例を改正する際には、いかなる場合でも改正の理由、背景を町民に説明します。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25年４月１日から施行します。 

（芽室町議会の議員の定数を定める条例の廃止） 

２ 芽室町議会の議員の定数を定める条例（平成 14年芽室町条例第 48号）は廃止します。 
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（議会事務局設置条例の廃止） 

３ 議会事務局設置条例（昭和 33年芽室町条例第８号）は廃止します。 

（芽室町議会の議決すべき事件を定める条例の廃止） 

４ 芽室町議会の議決すべき事件を定める条例（平成 23年芽室町条例第３号）は廃止します。 

（芽室町定住自立圏形成協定の議決に関する条例の廃止） 

５ 芽室町定住自立圏形成協定の議決に関する条例（平成 23年芽室町条例第 14号）は廃止します。 

 

附 則（平成 26年 12月 25日条例第 44号） 

この条例は、平成 27年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27年３月 27日条例第 32号） 

この条例は、平成 27年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28年３月 28日条例第 22号） 

この条例は、平成 28年５月１日から施行する 

 


